
 

 

 
 

 

  

                                                          

                                       

                                      

 

 

 

消防職員の懲戒処分について 
  

 
  令和８年６月１日付で、下記の通り懲戒処分をいたしましたのでご報告いたします。 
 

 

 

記 

 

 

暴行容疑で逮捕勾留された消防職員に対する処分 

 

 

（事案） 

令和８年５月６日に兵庫県警生田警察署管内で暴行の容疑で逮捕され、同年５月 15日まで 

勾留され、その後不起訴となった。 

 

 

 

【被処分者の所属、役職及び年齢、処分内容】 

   消防本部 総務課 課長補佐 ４５歳 減給１/10（３カ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
報道提供資料 

 

令和８年６月１日 

問合せ先 貝塚市消防本部 総務課 

      ℡ 072-422-9201 

          担当：宇賀 

貝塚市 
総合政策部 魅力づくり推進課                                          

広報・シティプロモーション担当 

山本・遠藤 

TEL:072－433－7059 

FAX:072－433－7233 

 


